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　11月に入り、朝晩は寒さを感じるようになり

朝は布団から起き上がるのもちょっとつらいよ

うな季節になりました。稲を作られるところ

は、稲刈りも終わりまずは収穫に一段落されて

いるところではないかと思います。

☆

　「村長は、なんか趣味があっとですか？」と

聞かれることがあります。

　「ハイ、山に登ります！」と・・・。登山が

趣味なのかスポーツというべきものか分かりま

せんが趣味と聞かれればそう答えます。「スポー

ツは？」ってことならば、「これでも（！？）

陸上クラブに入っとります！」と答えること

に・・・。けっして速くはありませんが、マラ

ソン大会にも何度か出場した実績（？）もあり

ます。

☆

　で・・・趣味としての登山ですが、最初に登っ

た山は中学校１年の夏休みの市房山です。その

ときにテントを張ってキャンプをしたのも初め

てです。きつかったのはもちろんですが、「頂

上はどぎゃんなっととかな？」の一心で休まず

登りました。それ以来、近くの山では仰烏帽子

山、久住連山、霧島連山、開聞岳など。霧島連

山の韓国岳や新燃岳は「ふるさと学級」で小学

生と一緒に何度も登ってます。ずーっと気に

なっている山は、屋久島の宮之浦岳です。まだ

登ったことがないのです。世界自然遺産に登録

されて登山者が増えているようなので、登ろう

と言う気持ちがちょっとひいてはいますが。

　東京にいる頃は、単なる登山ならば春夏秋冬

をとわず長野・山梨県の八ヶ岳連峰によく足を

運びました。ワインとの出会いもこの八ヶ岳に

あります。岩登りなら北アルプス穂高岳・南ア

ルプス北岳あたり。氷壁などもなかなかスリル

ある登山のジャンルです。

　今まで多くの山に一人であるいは山岳会でま

たは家族で足を運びました。その中で私にとっ

て一番の思い出は、東京を離れる前に家族で

登った富士山です。小６の息子はともかく小３

の娘には、酸素不足の中で登った日本最高峰の

登山がこれほどきつく苦しく、そして感動的な

ものはなかったようです。

☆

　登った山の話、そこで見た光景、出会った人

たちのこと・・・いろんな話があります。村長

であることから、村民の方との話はどうしても

村づくり（政治）の話が中心になります。しかし、

せっかく人口５千人ほどの小さな村に住む大き

な仲間です。いろんな機会を見つけ、村民の皆

様と政治や趣味や恋愛（？）など、楽しくいろ

んな話をしていきたい。そう思っております。

☆

　村長室から見る総合体育館のトウカエデはま

さに紅葉を向えています。温度が変化するこの

時季は、自然を目で見て空気を肌で感じること

のできるすばらしい季節です。時間を見つけて、

この秋は山に登りたいと思っています。

村 長 エッセー

相良村長 　德　田　正　臣
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　さまざまなスタイルの各家庭生活習慣がありますが、近年、基本的な生活習慣が崩れかけている

のではないでしょうか。

　深夜コンビニに低学年の子どもを見かけることが最近多くなったような気がするし、休日昼中は

反対に、外で遊んでいる光景を見かけるのが少なくなったような気がします。すなわち基本的な生

活習慣の｢睡眠｣・｢食事｣・｢運動｣のズレが生じ、バランスの乱れで家族の生活習慣が崩れかけてい

るのではないでしょうか。

　昨年は、早寝・早起き・朝ごはんについて、さまざまな原因を書かせてもらいましたが、より深

く基本的なバランスを考えれば、『ひとは寝て食べて初めて活動できる動物です』その活動の中身

が勉強であり、遊びでもあり又、周りの人とのコミュニケーションなのです。寝ないで活動しても

うまくいかないし、食べないで活動しても同じです。

　しっかりと食事をとることで活動は充実し、活動して食べることでよく眠ることができ、さらに、

眠り、活動することで食事もすすむ。というような、わかりきったことのような習慣を今一度、家

族全員で見つめ直し、各家庭での生活習慣を築いていけばどうでしょう！

『 家族の生活習慣 』

　この度　相良村教育委員会より教育長の職を命じる辞令を拝授いた

しました。その責務の重さに身のひきしまる思いで一杯であります。

　生まれ育ったふる里の教育にたずさわれることに深い喜びを感じて

おります。一日一日を精進することを誓ってご挨拶と致します。

相良村教育長 　東　千徳教育長就任挨拶

　先がみえない現在の世の中を生きていくにはどう子供達を導いてい

けばよいのか、親は頭をいため、先生方は激務に明け暮れていらっしゃ

います。このたび教育委員長のお役目をいただきました。力不足では

ありますが、相良村に育ちゆく子供達が一人残らず希望をもって学校

へ通えるよう頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

相良村教育委員長 　權頭　博

教育委員長就任挨拶

相良村北小学校PTA会長　山下　英和
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平成20年度の相良村の決算
　平成20年度の村の決算は、歳入総額31億15,584千円、そのうち自主財源が６億49,155千円で、
20.8％、依存財源が24億66,429千円で79.2％となっています。歳出総額は、29億77,601千
円で、村民１人当たり（平成21年３月末現在人口5,226人）の決算額が569,767円になりました。

一般会計 単位：千円

歳入総額 歳出総額 差引額 基金繰入金
3,115,584 2,977,601 137,983 0

歳　　入 単位：千円

村 税 324,402
分担金及び負担金 34,384
繰 入 金 30,000
繰 越 金 200,569
諸 収 入 等 59,800
地 方 譲 与 税 46,133
地 方 交 付 金 1,638,292
国 庫 支 出 金 337,747
県 支 出 金 177,808
村 債 190,200 
そ の 他 交 付 金 76,249

歳　　出 単位：千円

議 会 費 56,383
総 務 費 506,549
民 生 費 677,507
衛 生 費 247,223
農 林 水 産 業 費 329,852
商 工 費 10,737
土 木 費 273,648
消 防 費 132,101
教 育 費 225,128
災 害 復 旧 費 7,289
公 債 費 511,184

特別会計 単位：千円
会　　計　　名 歳　　入 歳　　出 差　　引 基金繰入金

国民健康保険 671,128 590,831 80,297 40,000
老人保健 102,369 95,893 6,476 0
簡易水道 128,242 126,410 1,832 0
農業集落排水 170,079 147,771 22,308 0
森林総合研究所分収造林 10,111 9,780 331 0
介護保険 592,389 580,250 12,139 0
後期高齢者 40,421 40,060 361 0

※差し引き額は、端数処理の関係で合わないときがあります。
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平成20年度決算に基づく相良村健全化判断比率及び資金不足比率について

　平成21年４月１日に「地方公共団体の財政の健全
化に関する法律」が施行され、地方公共団体は毎年
度の決算時に健全化判断比率及び資金不足比率（以
下「健全化判断比率等」という。）を算定すること
が義務付けられました。また、健全化判断比率のい
ずれかが早期健全化基準以上の場合、又は、資金不
足比率が経営健全化基準以上になった場合は、議会

の議決を経て財政健全化計画等を策定し、計画的に
健全化に向けて取り組まなければなりません。
　そこで、相良村の平成20年度決算に基づく健全化
判断比率及び資金不足比率を公表します。
　本村の平成20年度決算に基づく健全化判断比率及
び資金不足比率は、下記のとおり全て健全段階と
なっています。

○健全化判断比率 （単位：％）

比　　　　率 内　　　　　　容 平成20年度 早期健全化
基準

財政再生
基準

実質赤字比率

　一般会計等における赤字額の標準財政規模に
対する割合を示すもの。
※標準財政規模とは、地方自治体における地方
税・普通交付税・地方譲与税など標準的な一
般財源の規模を示すもの。

黒字のため
「なし」 15.00 20.00

連結実質赤字
比 率

　一般会計・特別会計・公営企業会計における赤
字総額の標準財政規模に対する割合を示すもの。

黒字のため
「なし」 20.00 40.00

実質公債費比率

　地方自治体における一般財源の規模に対する
公債費の割合を示すもの。一般会計の公債費に
加え、公営企業に対する公債費の繰出金、一部
事務組合に対する負担金のうち公債費に対す
るものも含めた指標。地方債を発行する場合、
25%以上になると単独事業の地方債の一部が
認められなくなり、35%以上になると、これら
に加えて一部の一般公共事業債についても制限
される。

12.9 25.0 35.0

将来負担比率

　一般会計、特別会計、公営企業会計、地方公
社及び第三セクター等について、一般会計が将
来負担する可能性のある負債総額、いわゆる
「将来負担額」の一般財源の規模に対する割合
を示すもの。「将来負担額」には、一般会計の
地方債現在高、債務負担行為に基づく支出予定
額、特別会計、公営企業会計や一部事務組合の
公債費に充てるために一般会計から繰出す見込
み額、退職手当支給予定額のうち一般会計の負
担見込額などが含まれる。

134.3… 350.0

○資金不足比率 （単位：％）

会　計　名 内　　　　　　容 平成20年度 経営健全化
計画

簡易水道特別会計
公営企業における資金不足額の事業規模に対す
る割合を示すもの。

資金不足がないため
「なし」

20%
農 業 集 落 排 水
特 別 会 計

資金不足がないため
「なし」
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　９月28日（月）に茶湯里のグラウンドゴルフ場に
おいて、下球磨議会議員親善グラウンドゴルフ大
会が開催されました。
　この大会は、スポーツを通じて議員相互の親睦
を図るもので、下球磨五町村の議会議員等約80人
が参加され、競技を楽しまれました。

下球磨町村議会議員
グラウンドゴルフ大会

　６月から開催された英会話教室が９月30日に終

了式を迎えました。

　18歳以上を対象に初級コースで毎週水曜日に実

施された英会話教室でしたが、終了式を迎えるこ

ろには、参加された村民の方は初心者とは思えな

いほどに上達されていました。

英会話教室終了式

　10月15日（木）に、肥後木材（株）人吉木材市

場から木製の長椅子を２脚、寄贈いただきました。

　寄贈いただいた長椅子は、役場庁舎内に設置し、

来庁者用として活用いたします。ありがとうござ

いました。

肥後木材㈱人吉木材市場より
「長椅子」寄贈

　10月16日（金）に相良村シルバー人材センターの
会員38名により、ボランティアでごみ拾いが行われ
ました。ごみ拾いは、相良村役場や茶湯里周辺を
午前９時から午前10時30分の約１時間30分行われ、
集められたごみの量は、ごみ袋８袋になりました。
　また、相良村シルバー人材センターでは、現在、
会員の募集を行っております。

相良村シルバー人材センターで
ご み 拾 い
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平成22年 相良村成人式のご案内
平成２２年成人式を次のとおり開催いたします。
○日時　平成２２年１月４日（月）
　　　　受付：１２時３０分〜
　　　　開式：１３時００分〜
○場所　相良村総合体育館　１階研修室
○対象　平成元年４月２日〜平成２年４月１日
　　　　生まれで、相良村在住の方、又は村内出身者の方です。
　　　　※対象者には、11月下旬頃案内状を送付いたします。

　お問合せ先：相良村教育委員会 社会教育係　ＴＥＬ：３５−１０３９

統計調査に御協力ください
　平成21年工業統計調査を12月31日現在で行います。

　調査の実施に当たっては、本年12月から来年１月にかけて調査

員がお伺いします。

　なお、調査票に記入していただいた内容については、統計法に

基づき秘密が厳守されますので、正確な御記入をお願いします。

経済産業省ホームページ　http://www.meti.go.jp/statistics/

経済産業省・熊本県・相良村　

製造事業所の皆様へ

　10月20日（火）に住友生命労働組合熊本支部よ

り、相良村社会福祉協議会に車椅子を１台、寄贈

いただきました。寄贈ありがとうございました。

住友生命労働組合
熊本支部より
車椅子寄贈
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年金をあきらめないで
裁定請求
　老齢基礎年金は、25年の資格期間を満たした方が、65歳になると支給されます。
　老齢基礎年金などの公的年金は、支給される条件がそろえば自動的に支給されるものではありません。
本人が、必要な書類を提出して、「裁定請求」という手続きを行い、それが認められて、はじめて支給
されることになります。

裁定請求書の事前送付
　平成17年10月から、裁定請求漏れを防ぐために、25年以上の加入期間があって老齢基礎年金等の受給
年齢（老齢基礎年金では65歳）を迎える方を対象にして、受給年齢になる三カ月前に、社会保険庁から、
同庁が管理している年金加入記録等をあらかじめ印字した「裁定請求書」などの書類が、事前に送付さ
れてきます。
　この事前送付された裁定請求書を受け取った方は、印字された内容を確認して、漏れなどがあった場
合は訂正するなどして、その裁定請求書と必要な貼付書類を指定された場所（市区町村役場、社会保険
事務所）に郵送または来訪によって提出して、裁定請求の手続きをすることになります。
　一方、25年の加入期間が不足している方には、この裁定請求書が事前送付されず、かわりに「年金に
関するお知らせ」という注意を喚起するためのハガキが社会保険庁から、60歳到達月の三カ月前に送ら
れてきます。
　しかし、加入期間が25年に満たないからといって、はじめから裁定請求の手続きをあきらめないでく
ださい。

カラ期間について
　公的年金には、「カラ期間」というものが設けられています。カラ期間とは、年金額には反映されま
せんが、25年の資格期間には含まれる期間のことです。このカラ期間と年金の加入期間を合わせた期間
が25年以上あれば、老齢基礎年金の資格期間を満たしたことになります。
　主なカラ期間は、国民年金に任意加入できたのに任意加入しなかった期間など、次の四つの期間のう
ち、昭和36年４月以後の20歳以上60歳未満の期間とされています。

①厚生年金等の加入者の被扶養配偶者であった昭和61年３月以前の期間
②学生であった平成３年３月以前の期間
③海外在住の期間（任意加入できなかった昭和61年３月以前の期間を含めます）
④厚生年金・船員保険から脱退手当金を受けた昭和61年３月以前の期間（昭和61年４月以後に国民年

金の加入期間がある場合に限ります）
　ご自分に、これらのカラ期間があると思われる方は、年金の受給権に結びつくこともありますので、
市区町村役場または社会保険事務所に相談してください。
※カラ期間は、障害や遺族基礎年金の受給に必要な資格期間を判定する場合においても、同様に計算の

対象とされます。
※老齢基礎年金の資格期間を満たして厚生年金の加入期間が一年以上ある昭和36（女子は41）年４月１日以

前生まれの方については、生年月日に応じて60歳〜64歳から60歳台前半の老齢厚生年金が支給されます。
※その他、詳細については市区町村または社会保険事務所にお問合せください。

お問い合わせは　保健福祉課（直通）☎３５−１０３２
国保係―内線25　戸籍係―内線29　保健係―内線26
福祉係―内線24・28まで

１日 増田クリニック ２２−３５７０
３日 堤病院附属九日町診療所小児科 ２２−２２５１
８日 やまむら医院 ４５−０００５
15日 人吉総合病院小児科 ２２−２１９１
22日 公立多良木病院小児科 ４２−２５６０
23日 堤病院附属九日町診療所小児科 ２２−２２５１
29日 たかはし小児科内科医院 ２４−２２２２
＊受診される場合は、医療機関へ連絡してください。

○ 受診時間　午前９時から午後５時まで ○

11月小児科在宅当番医

保健福祉のひろば

「カラ期間」はありませんか
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後期高齢者医療制度 医療費が高額になったときは？
　１か月（同じ月内）の医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請して認め
られると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

■「自己負担限度額」（月額）

所　得　区　分 外来＋入院（世帯単位）
外来（個人単位）

現役並み所得者 44,400円

80,100円

●医療費が267,000円を超えた場合は、
（医療費−267,000円）×１％を加算

●過去12か月以内に世帯単位の限度額を超
えた支給が４回以上あった場合４回目以
降は44,400円

一　　　　　 般 12,000円 44,000円

低 所 得 者 Ⅱ 8,000円 24,600円

低 所 得 者 Ⅰ 8,000円 15,000円

※入院時の窓口での負担は、世帯単位の限度額までとなります。
※75歳になって後期高齢者医療制度に移行する月は、75歳になる方の自己負担限度額が、国

保などそれまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度それぞれの本来額の２分の１
となります。

※「低所得者Ⅰ・Ⅱ」の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要と
なりますので、国保係にお問合せ下さい。

保険料を滞納したとき・・・
　災害等の特別な理由がなく保険料を滞納したときは、通常の保険証より有効期限の短い短
期被保険者証が発行されます。
　また、滞納が１年以上続いた場合には保険証を返還してもらい、資格証明書が交付されます。
資格証明書でお医者さんにかかるときには、医療費をいったん全額自己負担していただきま
すが、あとから役場に申請すると自己負担分を除いた額が特別療養費として支給されます。

【問合せ先】国保係

　平成16・19年に、急性脳症を疑う事案が発生してお

り、研究の結果、急性脳症発生の原因となる可能性を

示す成果が得られたため、採取シーズンを前に摂取を

控えていただくよう注意喚起を行っております。

〔スギヒラタケ情報・林野庁ホームページアドレス〕
http://www.rinya.maff.go.jp/puresu/h16-10gatu/1026sugihiratake2.htm

スギヒラタケの
摂取について
注意喚起
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ちゃちゃクラブだより

相良村子育て応援事業

【問合せ先】保健福祉課　☎35−1032

11月18日（水）
受　　　付：９時30分から
お弁当作り：10時から11時30分まで
場　　　所：柳瀬構造改善センター
費　　　用：当日徴収します

準備の都合上、９日までに
お知らせください。

　相良総合体育館にて小麦粉粘土で
遊んだときの様子です。
　おいしそうな和菓子みたいなものも
でき、本当に食べられそうでした。

「ちゅめたーい
たべたいな」

ママ「たべれないよ」

　赤や黄色に色づいた葉が、１枚１枚と落ち　季節も秋から冬へと移り変わろうとし

ています。朝夕寒くなってくると　厚着になりやすいものです。たくさん着せすぎな

いよう注意しましょう。又戸外で遊んだ後は、手洗い、うがいを忘れずにしましょう。

　今月は、お母さんの愛情いっぱいのお弁当作りをします。

　ぜひお友達を誘ってお気軽に参加してください。

　平成21年10月１日より、子どもの医療費の一部負担金を助成する「子ども
医療費助成制度」が開始されました。
　これにより、今までの乳幼児医療費助成制度は満６歳までが対象でしたが、
10月１日からは満12歳以後の最初の３月31日までにある者（小学校６年生ま
で）が対象となります。
　詳しくは、保健福祉課・保健係までお問合せ下さい。

子ども医療費
助成制度の
開始について
（お知らせ）
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○世界糖尿病デーとは
　拡大を続ける糖尿病の脅威を踏まえ、2006年12月20日、国連にて「糖
尿病の全世界的脅威を認知する決議」が加盟192カ国の全会一致で可決
されました。
　同時に11月14日を「世界糖尿病デー」と指定、2007年から全世界で様々な建造物がシンボ
ルカラーであるブルーにライトアップされ糖尿病抑制に向けたキャンペーンが行われています。
　日本でも東京タワーや通天閣、熊本城など各地でブルーライトアップが実施さました。今年
もブルーライトアップされる予定です。
　忙しい毎日ですが、11月14日ブルーライトを見ながら、自分や家族の健康について考えてみ
ませんか？

○世界で10秒に１人の命を奪う糖尿病
　糖尿病は一般的に死に至る病気との認識は薄いのですが、年間380万人以上が糖尿病の引き
起こす合併症などが原因で死亡しています。これは世界のどこかで、10秒に１人が糖尿病に関
連する病で命を奪われている計算となり、AIDSによる死者に並ぶ数字です。
　
○日本国内での脅威
　厚生労働省の推計によると予備群を含め2007年には10年前の1.6倍の約2,210万人に増加して
おり、国では最も増加率が高い慢性疾患と位置づけられています。
　熊本県でも平成18年度に実施した県民健康・栄養調査の結果から40〜74歳の糖尿病の予備
群の推定数13万７千人、有病者（該当者）推定数は約８万３千人となっています。つまり、
40歳以上の３人に１人が糖尿病及び糖尿病予備群となります。
　また、熊本県の平成17年の人口100万対慢性透析患者率は全国で最も高い状況であり、人工透
析導入患者のうち約４割は糖尿病性腎症が原疾患であり糖尿病悪化が一要因と考えられます。

○相良村では、
　平成20年度に新しく始まった特定健康診査・特定保健指導の結果、血糖・血圧・脂質など
生活習慣病の指標となる検査項目で異常所見が最も多かったのは血糖値の平均を示すＨbA1c

（ヘモグロビンエーワンシー）でした。全国よりさらに多い、男性で68.7％、女性で74.3％
の方が該当され、３人に２人は糖尿病要注意です。また、治療を受けている方でもコントロー
ル不良という方も多く、透析や失明など重症化予防が必要な方も多い事が明らかになりました。
　通院しているから、健診を受けているから…と安心せず、結果を自分できちんと確認し毎日
の生活を振り返りましょう。

けんこう豆知
識

【連絡先】国保係

11月14日は
『世界糖尿病デー』
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　事業主の皆様、「労働保険」の加入はお済みでしょうか。
　「労働保険」とは、労働保険と雇用保険を合わせた総称で、政府が管掌する保険制度です。
　この「労働保険」は事業の種類や規模に関わりなく、農林水産業の一部を除いて、労働者を
一人でも雇用している事業主は、加入手続きを行い労働保険料を納付しなければなりません。
　しかしながら、卸・小売業、飲食店、理・美容業等を中心に、加入手続きがされていない事
業場が、かなりの数残されています。
　この解消に向け、厚生労働省では11月を「労働保険適用促進月間」と定めて、労働保険の適
用促進を図ることとしています。
　労働者の方が業務上や通勤途上において負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも
死亡された場合に必要な労災保険給付が受けられるように、また、リストラや倒産等により失
業した場合の失業給付や、在職中における育児及び介護休業給付等が受けられるよう、速やか
に保険の加入手続きをされますようお願いします。
　なお、労働保険制度や加入手続きのお問い合わせは、最寄りの労働基準監督署かハローワー
ク（公共職業安定所）または、熊本労働局労働保険徴収室へお気軽にお尋ねください。

【問合せ先】熊本労働局労働保険徴収室　☎０９６−２１１−１７０２

11月は労働保険適用促進月間です

　セクシュアルハラスメントは、職場環境を悪化させ、被害を受けた
労働者の働く意欲を低下させると共に、企業にとっても生産性や企業
イメージの低下など見逃せない問題です。男女雇用機会均等法では、職場におけるセクシュア
ルハラスメント対策について必要な措置を講ずることが、事業主の義務となっています。
　雇用均等室へは、「会社の相談窓口に相談しづらい」、「相談しても充分対応してもらえない」
等の相談が寄せられています。
　悩んでいないで気軽に相談してみませんか。また、職場でセクシュアルハラスメント防止措
置が講じられているか点検してみましょう。
　熊本労働局雇用均等室では、セクシュアルハラスメント相談員が労働者や事業主からの相談
を受けています。

【ご相談・問合せ・資料請求先】熊本労働局雇用均等室　☎０９６−３５２−３８６５

悩んでいないで
気軽に相談してみませんか



1�

お待ちしています！

准看護師免許取得をご希望の
学生・社会人の方

【前期募集】
　願書受付：平成21年11月24日（火）〜12月３日（木）
　試 験 日：平成21年12月６日（日）

【後期募集】
　願書受付：平成22年１月12日（火）〜１月21日（木）
　試 験 日：平成22年１月24日（日）

○募集人員：40名
○受験資格：中学校卒業（卒業見込み）以上
○試験科目：国語・数学・作文・面接
　　　　　　＊25歳以上、作文・面接のみ

【問合せ先】人吉准看護学院
　　　　　　（人吉市南泉田町72−２　☎２２−２９６２）

　鳥獣被害防止等のために電気さくを施設する場合は、人

の感電防止のため適切な措置を講じる必要があります。

１．電気さくの電気を30ボルト以上の電源（コンセント用

の交流ボルト等）から供給するときは、電気用品安全

法の適用を受ける電源装置（電気用品安全法の技術基

準を満たす、電気さく用電源装置）を使用すること。

２．１の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入

る場所に施設する場合は、危険防止のために、15ミリ

アンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電

気を遮断する漏電遮断器を施設すること。

３．電気さくを施設する場合は、周囲の人が容易に視認で

きる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

電気さく施設における
安全確保について

「電気さく」とは？
●田畑や牧場などで、高圧の電流

による電気刺激によって、野獣
の侵入や家畜の脱出を防止する

「さく」のことです。

●「電気さく」は、人に対する危
険防止のために、電気事業法に
よって施設方法が定められてい
ます。

古い電話帳を回収します

資源の再利用にご協力を

　NTT西日本では、環境保護の立

場から、古い電話帳の回収を推進

しています。新しい電話帳を配達

の際（12月中配達）、古い電話帳を

配達員にお渡し下さい。もし渡せ

なかった時は、後日回収に伺いま

すので、ご連絡下さい。紙資源の

リサイクルにご協力をお願いいた

します。

【問合せ先】

　タウンページセンター

　☎０１２０−５０６−３０９
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○日　　　時：平成21年11月18日（水）　10：00〜15：00
○場　　　所：相良村畜産研修センター
○相 談 内 容：いじめ、体罰、家庭内、隣近所、借地・借家、
　　　　　　　名誉・信用、金銭トラブル、相続・遺言等
○相談担当者　人権擁護委員

12月４日から10日までの一週間は人権週間です

多重債務者相談強化キャンペーン無料相談会
　借金問題でお悩みの方の無料相談会を下記のとおり開催します。相談員や弁護士、司法書士がお話
を伺います。専門家に相談することが安心への早道です。秘密は厳守しますので、安心して相談して
ください。これまでも、たくさんの方が相談され、生活再建に向かわれています。

○日時：平成21年11月20日（金）　受付時間　13：00〜16：00
○場所：熊本県球磨地域振興局　大会議室（人吉市西間下町86−１）
○予約・お問い合わせ（できるだけ予約をお願いします。）
　　　　熊本県消費生活センター　☎０９６−３８３−０９９９
　　　　　　　　　　　　または　☎０９６−３３３−２２９１
○主催：熊本県多重債務者対策協議会、熊本県弁護士会、熊本県司法書士会、九州財務局
　　　　熊本県、県内市町村

　国家資格の専門士業７団体の専門家が、市民を対象とした「合同無料
相談会」を開催します。法律、登記、境界問題、不動産の価格、官公庁
への申請、年金、経営、労働問題、税金、会計など社会生活上の様々な
相談に応じます。事前予約は不要です。お気軽においでください。

○日時：平成21年11月23日（月）祝日　午前10時〜午後４時まで
○場所：くまもと県民交流館パレア９階　第１会議室

【問合せ先】熊本県専門士業連絡協議会
　　　　　　担当事務局　熊本県司法書士会　☎０９６−３６４−２８８９

合同無料
相 談 会

【問合せ先】人吉地方法務局人吉支局
　　　　　　☎２２−３３９３

無 料 人 権
相談所開設

法務局
なんでも相談所

　熊本地方法務局人吉支局では、平日に法務局を利用することが困
難なお客様の利便を図り、法務局の取り扱う業務について、広く地
域住民の皆様に知っていただくため、下記のとおり「法務局なんで
も相談所」を開設します。
　相続や売買などによる不動産登記、会社の設立登記、地代や家賃
の供託に関すること、家庭内のもめごと、近隣関係のトラブル等に
関する相談などを、法務局の職員がお受けします。
　相談は無料で、秘密は厳守されます。

○開設日：平成21年11月28日（土曜日）
○時　間：午前８時から午後12時30分まで（受付は午後12時まで）
○場　所：熊本地方法務局人吉支局

の開設について
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お仕事をされている方で、パソコンの基本操作のできる方を対象にパソコン講座を実施します。

○講座内容：ワード、エクセル、インターネット・電子メール・デジカメ
○日　　時：平成22年１月10日〜２月13日（６講座）９時〜16時
　　　　　　平成22年２月20日〜３月13日（４講座）９時〜16時30分
○場　　所：人吉球磨能力開発センター
○募集人員：20名
○募集期日：平成21年12月18日まで
○参 加 費：9,000円

【申込み先・問合せ先】職業訓練法人　人吉球磨能力開発センター
　　　　　　　　　　　☎２２−２４７５

再就職実践コース
お母さんのための

託 児 有
対象年齢：２歳から就学前まで

　県では、再就職を希望する子育て女性のための就職支援講座への参加者を募集します。

●申込受付日時・場所：平成21年12月10日（木）・11日（金）
　　　　　　　　　　　午前10時〜午後３時
　　　　　　　　　　　くまもと県民交流会館会議室３（熊本市手取本町８−９テトリア熊本９F）
●実施期間：平成22年１月13日（水）〜３月29日（月）のうち13日間（参加無料。全日程無料託児あり）
●内　　容：①パソコン講習（６日間）→②応募書類作成方法習得・面接対策等のための再就

職準備セミナー（４日間）→③個別相談により、職歴や興味・関心などを整理し、
再就職のための具体的な活動計画を作成するキャリアコンサルティング

　　　　　　（１回１時間×３回）
●定　　員：20名（申込みが定員を超える場合は抽選により参加者を決定します。）
●対 象 者：18歳以下の子を養育中の県内在住の就職を希望する女性
●申込方法：申込者本人が来館のうえ、申込受付会場に準備している申込書に必要事項を記入

し、提出してください（受付時に記載内容の確認を行います）。
※事前予約、電話受付は行っていません。

【問合せ先】くまもと県民交流館パレア　しごと相談・支援センター
　　　　　　☎０９６−３５５−４３０９

働く人のパソコン講座（活用編）
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 セカンドオピニオンをご存知ですか？ 
　それは「医師を変えること」ではありません。
　ある病院にかかられている患者様が、他の医療機関の医師に病気に関す
る治療方針や方法について、意見やアドバイスを求めることを「セカンド
オピニオン」といいます。あくまでも転院目的ではありません。
　当院は、セカンドオピニオンを導入しています。他の医療機関・当院へ
おかかりの患者様で、セカンドオピニオンをご希望の方は、ご相談下さい。

 セカンドオピニオンの方針 
○ 主治医の診療情報提供書と検査資料（Ｘ線フィルム等）をお持ちいただくことが原則となります。
○ 相談結果を必ず主治医へ報告させていただきます。
○ 患者様自身の相談を原則とし、家族のみの相談では、患者様の同意書が必要となります。
○ 精神神経科、および訴訟関係の相談は受け付けません。
○ サードオピニオンの紹介は行いません。

※基本的には、患者様から主治医の先生へ診療情報提供書・検査資料を依頼していただく必要があ
りますが、もし患者様が主治医の先生に依頼しづらい場合は医療福祉連携室より連絡し説明する
ことができますのでお気軽にご相談下さい。

所要時間：約30分
料　　金：5,000円（30分以上の場合、30分毎に延長料金5,000円）
　　　　　相談料は自費となります（健康保険対象外）
対 象 科：内科・小児・外科・整形外科・脳神経外科・眼科・耳鼻咽喉科・歯科
　　　　　予約制になります。事前申し込みが必要となります。

【ご予約・問合せ先】〒868-8555　人吉市老神町35
　　　　　　　　　　健康保険人吉総合病院　医療福祉連携室
　　　　　　　　　　☎（０９６６）２２−２１９１　FAX（０９６６）２２−７８７９

○日　　時：平成21年11月14日（土）　14：00〜16：00
○場　　所：人吉カルチャーパレス
○内　　容：最近の肝臓病治療についてわかりやすく説明いたします。
○定　　員：詳しくは下記の問合せ先にお問い合わせください。
○参 加 費：無料
○申込方法：事前申し込みは不要です。直接会場へお越しください。

【問合せ先】熊本大学消化器内科　☎０９６−３７３−５１５０
　　　　　　熊本市本荘１−１−１　担当　丸山

日本肝臓学会　肝がん撲滅運動　市民公開講座
平成21年度
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平成21年11月７日（土）　一般公開（13：00〜15：00）
　○各学科が生産する農産物販売、クラスによるバザー等がメインです。

平成21年11月８日（日）　一般公開（9：30〜14：00）
　○各学科、クラスによるバザー等がメインです。
　　※日曜日だけですが、食品科学科が制作したハム・ソーセージ・ベーコンを販売します。
　　※園芸科学科が育てたシクラメンやベゴニアも人気商品です。
　　※農産物（芋や野菜）の販売があります。
　○体験学習コーナー

　南稜高校文化祭では、乳児・園児からお年寄りまでご来校いただける企画を用意
しております。

　　例：絵本の読み聞かせコーナー（普通科総合コース）
　　　　動物ふれあい体験コーナー、トラクター試乗コーナー（生産科学科）
　　　　花の寄せ植え体験コーナー（園芸科学科）
　　　　木製鉛筆づくり（環境工学科）
　　　　親子で手芸体験（生活経営科）

【問合せ先】熊本県立南稜高等学校
　　　　　　☎４５−１１３１

第
12
回　

南
稜
祭

【地デジサポーターによる戸別訪問のご案内】
　2011 年７月に現在視聴しているアナログ放送が終了
し、地上デジタル放送へと完全移行します。この地上デ
ジタル放送を視聴するためには、地上デジタル放送対応
のテレビ又はチューナー等が必要となります。また、ア
ンテナ工事等も必要となる場合があります。
　総務省 熊本県テレビ受信者支援センター（愛称：デ
ジサポ熊本）では、今年度、特に高齢者・障がい者等を
対象として地上デジタル放送についての正しい知識と情
報を得ていただくために、熊本県下で「地デジに関する
説明会・相談会・戸別訪問」を進めています。
　高齢者の中には、地デジへの対応方法等が判らないと
いう方も多い事から、デジサポ熊本で行う戸別訪問と併
行して、熊本県電機商工組合加盟の電器店（地デジサポー
ター）のご協力により、地デジの準備について、親切な
アドバイスを無料にて行います。
　現在、地デジ完全移行に便乗して、架空の工事料金や
加入負担金を請求するといった詐欺が発生していること
から、悪質な訪問販売等と混同されないように、地デジ
サポーターのご訪問時にはユニフォーム、腕章、ＩＤカー
ドを着用し訪問いたします。

■地デジサポーターユニフォーム

【問合せ先】
　○総務省　熊本県テレビ受信者支援センター
　　☎（０９６）３２５−６２５５
　　（０９６）３２５−６２８８
　　受付時間：平日／ 9：00 〜 18：00
　　　　　　　（土・日・祝日は除く）
　○地デジサポーター事務局
　　☎（０５７０）０５０−５６０
　　受付時間：平日／ 10：00 〜 18：00
　　　　　　　（土・日・祝日は除く）

 



1�

まもなく名簿記載通知を発送します！

裁 判 員 制 度

☆裁判員候補者名簿に登録される人数は？
　裁判員候補者名簿に登録される人数は、予想
される裁判員対象事件の数などによって毎年変
動しますが、今回平成22年分の名簿に登録され
る人数は約34万5000人です。

☆裁判員候補者名簿記載通知について
　裁判員候補者名簿に登録された方には、今年
11月に名簿に登録されたことの通知（名簿記載
通知）をお送りします。
　この段階では、まだ具体的な事件の裁判員候
補者に選ばれたわけではありませんので、すぐ
に裁判所にお越しいただく必要はありません。
　この通知は、来年２月ころから平成23年２月
ころまでの間に裁判所にお越しいただき、裁判
員に選ばれる可能性があることを事前にお伝え
し、あらかじめ心づもりをしていただくために
お送りするものです。

☆調査票について
　裁判員候補者名簿に登録された方には、この
名簿記載通知のほか、調査票をお送りします。

　調査票では、
① 裁判員になることができない職業についているどうか
② １年を通じての裁判員辞退希望の有無・理由
③ 月の大半にわたって裁判員となることが特に困難な特定の月がある場合、その特定の月におけ

る辞退希望の有無・理由をお尋ねします
　調査票をお送りするのは、裁判員候補者の方の事情を早期に把握しご回答の内容により、明ら
かに辞退が認められる場合等に裁判所にお越しいただくことのないようにして、裁判員候補者の
方々のご負担を軽減するためです。調査票のいずれの項目にも当てはまらない方は、返送は不要
です。

【10月中旬〜下旬】
名簿の作成

【11月】
候補者への通知
調査票の送付

【裁判の当日】
選任手続

【裁判の６週間前まで】
選任手続期日のお知らせ
（呼出状）・質問票の送付

選任手続きの流れ

来年以降

今年
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11月の行事予定　変更になる場合もあります。　　　  ◆保健福祉関係　●教育委員会ほか

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

●家族団らんの
日

◆母子健康手帳
交付・両親学
級（受付9:00

　〜9:20　役場
　１階保健室）
　〜11:00まで

●文化の日 ●ノーテレビデー・
　ノーゲームデー
◆社会保険出張
相談（受付

　9:00〜11:30，
　13:00〜14:30）
　多良木町役場

●総合体育館休館日
8 9 10 11 12 13 14

●ノーテレビデー・
　ノーゲームデー

●総合体育館休館日
15 16 17 18 19 20 21

◆母子健康手帳
交付・両親学
級（受付9:00

　〜9:20　役場
　１階保健室）
　〜11:00まで

◆無料人権相談
所開設

　（10:00〜15:00
　畜産センター）

●ノーテレビデー・
　ノーゲームデー
◆３〜４か月児
健診・BCG接
種（H21.7 .6
〜8.5生）

◆社会保険出張
相談（受付

　9:00〜11:30，
　13:00〜14:30）
　人吉総合病院

◆６か月育児学
級（H21.3〜4
月生）

●総合体育館休館日
22 23 24 25 26 27 28

●勤労感謝の日 ◆３才児健診
　（H18.2〜5月
生）

●ノーテレビデー・
　ノーゲームデー

◆法務局なんで
も相談所（受
付8:00〜12:00
　法務局人吉支
局）

●総合体育館休館日
29 30

●総合体育館休館日

★11月は国民健康保険税第７期の納付月です。
　納め忘れのないよう便利な口座のご利用を！

★保育料は毎月納期限内に納めましょう！
　保育料の納期は毎月25日です。
　（25日が土・日・祝祭日の場合は、翌日になります。）

☆
毎
週
木
曜
日
は
「
ノ
ー
テ
レ
ビ
デ
ー
・
ノ
ー
ゲ
ー
ム
デ
ー
」
…
テ
レ
ビ
や
ゲ
ー
ム
か
ら
離
れ
、
生
み
出
さ
れ
た
時
間
を
学
習
や
読
書
、
家
族
団
ら
ん
な
ど
の
時
間
と
し
ま
し
ょ
う
。

　くまもと県民交流館しごと相談・支援センターでは、仕事の探し方
や仕事を始めるにあたっての様々な相談へのアドバイスや解決のお手
伝いをします。
　また、賃金、解雇等の労働条件に関することや、職場でのトラブル
など、労使双方からの様々な労働相談について中立の立場から専門の
相談員（社会保険労務士）が助言を行います。

【問合せ先】くまもと県民交流館パレア　しごと相談・支援センター
　　　　　　利用時間　休館日を除く毎日９：００〜１９：００
　　　　　　就業支援相談　☎０９６−３５５−２２２４
　　　　　　労働相談　　　☎０９６−３５２−３６１３

就業支援相談
と

労働相談窓口
のお知らせ
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募集します
わがやのいちばんでは、子ども

（赤ちゃん）の応募をお待ちし

ています。誕生日の記念などに

いかがでしょうか？

【問合せ先】総務課企画財政係

　☎３５−１０３０（直通）

（９月末現在）
世帯数　１,６９１世帯
男　性　２,４６７人（１４）
女　性　２,７６８人（　４）
合　計　５,２３５人（１８）
（　）内は、先月末との差

相良村の人口と世帯

　（寄付者） （区名）　
西　村　忠　孝 （永江）　
重　冨　千代子 （十島）　

香典返し（９月分）
相良村社会福祉協議会へ（敬称略）

今 回 の 表 紙 　10月24日（土）に相良村
総合体育館第４研修室にお
いて、生涯学習センター出
前教室で「こんにゃくづく
り」が行われました。12名
が参加され、作り方のポイ
ントを聞いたり、メモに取
りながら、熱心に作られて
いました。

宮原　大
た い

尊
そ ん

 ちゃん
（平成18年９月生まれ）

　　　愛
あ げ は

蝶 ちゃん
（平成21年５月生まれ）

（永江）
お父さん　佑介さん
お母さん　友美さん

二人で仲良く大きくなってね。

交 通 安 全 タ ッ チ 運 動

　９月21日の朝、秋の交通安

全運動の一環として、ＪＡ相

良店前において交通安全タッ

チ運動を実施し、深水駐在所

をはじめ村内の団体（老人ク

ラブ、交通安全母の会、ペー

トル会、安全運転管理者、交

通指導員、）により、通勤途

中の方へ交通安全を呼びかけ

ました。


